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南海トラフ地震

被害想定や医療救護計画などは高知県のホームページから引用しています



想定震源域図



1600年以後の東海・東南海・南海・日向灘地震





震度分布図



地震継続時間分布図



津波浸水予測時間図（浸水深30㎝）



海岸線への1メートルの高さの津波到達時間



海岸線での津波の高さ



昭和の南海地震後の高知市



被害想定（高知県内）

死者 42,000人

負傷者 36,000人
（うち重症者 20,000人）

1年間の高知県内の救急搬送患者は４－５万人



平成17年  3月 高知県災害時医療救護計画
平成23年  3月 東日本大震災
平成24年  3月 高知県災害時医療救護計画全面改訂
平成24年  8月 内閣府

「南海トラフ地震の被害想定の見直し」
平成24年12月 「高知県版震度分布・津波浸水予測」
平成25年  5月 高知県版

「南海トラフ巨大地震における被害想定」
平成27年  3月 高知県災害時医療救護計画改訂

令和 ４年 3月 高知県南海トラフ地震対策行動計画
（第５期）

高知県の災害対策











津波避難タワー



高知県災害時医療救護計画改訂版

• 南海トラフ地震では、発災直後からの一定期間は後方支援
ができない状態が想定されるため、前方となる、より負傷者に
近い場所での救護活動を強化する。（前方展開）

• 域内での医療資源有効活用

• 広域医療搬送

• DMATなどの医療救護班の受け入れ

• 災害医療コーディネーター

• 災害薬事コーディネーター

• 災害透析コーディネーター

• 災害看護コーディネーター

• こうち医療ネット、EMISなど情報伝達手段

• 総合防災拠点

• 医薬品、輸血用血液などの供給体制









高知県災害時医療救護計画に
おける輸血用血液の供給体制



高知県災害時医療救護計画における輸血用
血液の供給（改訂版）

• 以前のものでは、医療機関からの輸血用血液の供
給要請は、県医療対策本部で取りまとめられ、血液
センターに供給要請される手順であった。

• 改訂版では、平時と同様に医療機関から血液セン
ターに直接、供給要請を行うことに変更された。

• 輸血用血液の災害時緊急供給体制についても記載
された。

• 災害時に輸血が必要になる患者は、災害拠点病院
に搬送すること。（医療資源の集中）



津波浸水予測図

血液センター
赤十字病院



高知県は、最大の被災県になる可能性が高い！

北側は四国山地に囲まれ、
南側は太平洋

発災直後には、
被災地外からの支援は
期待できない可能性

孤立する！



輸血用血液の災害時緊急供給体制

血液センターは移転し、津波被害はない
津波・浸水のために陸路搬送が不可能

血液センターが生き残っても、
頻回に血液を搬送することは不可能

一度にある程度の量の血液を搬送し保管できないか？

しかも、陸路でなく空路で搬送したい



輸血用血液の災害時緊急供給体制

災害時に負傷者を受け入れる主な医療機関（災害拠点病院等）に
災害時緊急供給血液を保管する保冷庫を整備したらどうか？

高知県が被災した県民のために輸血用血液を
災害拠点病院等に確保・保管するための保冷庫を整備する

災害時緊急供給体制が開始すれば、血液センターは、県民のために
輸血用血液をその保冷庫に保管・在庫管理して医療機関に滞りなく供給

高知県主導の輸血用血液供給体制





高知医療センターにおける緊急供給血液用保冷庫の配置





県医療本部

協定締結病院協定締結病院 協定締結病院

調整

ヘリ等要請

災害時緊急供給血液用保冷庫を設置している病院に、血液センター職員を輸血用血液製剤とともに派遣

災害拠点病院

救護病院

高知県赤十字
血液センター

県災害対策本部

ヘリ等派遣

中四国ブロック血液センター

広域的な
災害拠点病院 （必要に応じて）ヘリ等要請

供給要請
ヘリ搬送
職員派遣

日本赤十字社高知県支部

災害時緊急供給体制

予め協定を締結した災害拠点病院等

高知県赤十字血液センターが
機能しない場合、センター機能を移転

供給要請
応諾

報告・調整

協定締結時の輸血用血液の供給フロー図



（協定締結病院）
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県災害対策本部

県災害医療対策本部

災害医療コーディネータ
災害薬事コーディネータ

県

市町村害対策本部

被災市町村

ブロック血液センター

赤十字血液センター

災害時緊急供給
血液用保冷庫

周辺の救護病院等

日本赤十字社
県支部

現行の災害時における輸血用血液製剤の供給体制

○県医療本部・支部内に
災害医療・薬事コーディ
ネータを配置

 （医療支援、医薬品等の管
理・供給）

○医療ネット及びEMIS（広
域災害救急医療情報シ
ステム）の活用

 （病院、患者等の状況把握）

○災害時緊急供給血液用
保冷庫の整備

 （災害時に血液製剤とともに

BC職員を派遣）

ポイント

供給要請・応諾

緊急時に
供給

在庫、要員、
搬送等支援

在庫管理・職員派遣

報告・
調整
搬送要請

災害拠点病院等



輸血用血液を迅速・効率的に供給できる体制を地域ごとに整備

中四国ブロック
血液センター等

災害時緊急供給
血液用保冷庫

救護病院
その他の輸血用
血液が必要な施設

輸血用血液をヘリ搬送 県医療本部から県災害対策本部に要請

要請に応じて供給できる体制を確保
状況によっては他のブロックから供給

協定締結病院

輸血用血液保冷庫を前もって配置
血液センターから派遣された 供給担当者が血液を管理

院内
供給

緊急かつ輸送手段がある場合に供給



医療支部 災害時緊急供給血液用保冷庫設置病院

安芸 あき総合病院

中央東 高知大学医学部附属病院

高知市
高知医療センター、高知赤十字病院

近森病院、国立高知病院

中央西・高幡 土佐市民病院、くぼかわ病院

幡多 幡多けんみん病院

幡多けんみん病院と渭南病院には、血液センターの備蓄用保冷
庫が設置されていたが、中止された。その保冷庫は各医療機関
で継続使用している。
赤字はヘリポートが設置されている病院。
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総合防災拠点

南海トラフ地震などの広域災害に対し、
県民の生命・財産の保護と安全・安心
な生活の確保を図るため、国、県及び
関係機関との連携のもとで、平常時の
対策（訓練、備蓄など）から災害時の応
急復旧対策までを総合的に推進する
広域ブロックの中核的な防災拠点



総合防災拠点の機能
1. 災害対策本部等との連絡機能

2. 情報通信機能

3. ヘリポート機能

4. 応急救助機関のベースキャンプ機能

5. 災害医療活動の支援機能

6. 支援物資等の収集・仕分け機能

7. 備蓄機能



災害時緊急供給血液用保冷庫は
総合防災拠点に近い

災害拠点病院に整備されている。

災害時に血液センターが、
緊急供給血液を保管できる
医療機関は、９施設。

室戸地区が今後の課題



１．協定を締結した医療機関に
高知県が災害時緊急供給血液を
保管する保冷庫を整備した。

２．災害時には、その保冷庫に
血液センターから空路で血液製剤を
搬送保管することを想定している。



中四国ブロック内血液センターにおける
輸血用血液製剤の
ヘリコプター搬送訓練

災害拠点病院である高知医療センターの
ヘリポートを使用し、医療センター側の
受け入れ訓練も同時に行った（平成２５年１０月）



中四国ブロックでのヘリ搬送訓練



高知医療センターヘリポートへの搬送



災害時の医薬品の融通について



災害時には近隣医療機関同士で
輸血製剤を融通しあうことが認められた

（令和3年3月局長通知）







病院間で血液製剤を融通する場合の
問題点

•病院間で前もって協定締結が必要かどうか。
（災害時に限るなら必要ないか。）

•医師同士の連絡で対応を決める必要がある。

•搬送手段

•品質保持

• トレーサビリティの確保（副作用やコストの問
題）

•融通先でも、血液検査と交差試験は必要



令和6年度の状況

• 血液センターが幡多けんみん病院と渭南病院の備蓄用保冷
庫の運用を中止したために、幡多地区には血液センターの備
蓄血液がなかったが今年度協定を締結した。

• 災害発生時、まずは各病院の在庫分が災害時の緊急対応に
は頼りになる。

• 災害時には血液センターから輸血用血液を陸路か空路で搬
送し、県が配置した保冷庫に保管する分は血液センターの在
庫となるが、最終在庫分は病院の買取になる可能性が高い。

• 輸血が必要な患者を血液製剤を保有する医療機関に搬送す
る方が現実的。

• 東部のあき総合病院より、東の地区は、医療体制そのものが
どうなるかわからない。

• 輸血用血液の搬送先、保管、供給に総合防災拠点が使えな
いか検討が必要。



今後の課題

• 現行の災害時緊急供給体制は赤血球液のみであり、
今後、血小板、血漿製剤についても検討が必要（血
液センター側の努力が必要）。

• 病院内での在庫管理・払い出しの手順について病院
担当者と協議が必要（払い出し伝票は作成済）。

• ヘリコプター調達の手順、着陸要請の手順のマニュ
アル化（血液事業本部がヘリコプター契約を再開して
ほしい。）

• 病院に派遣される血液センター職員が持参する携帯
端末や在庫管理のためのソフト開発も必要。

• 凍結乾燥血漿、低力価O型全血、凍結赤血球など新
規血液製剤の災害時使用も検討できないか。



最後に

• 災害時の対応について、前もって県内各医療機関で
の取り決めを決めておくことが重要。

• 限られた医療資源である輸血用血液製剤をいかに
有効利用するかトリアージが必要。県の医療保健対
策本部が行えるか疑問。

• しかしながら、個々の医療機関で完結する取り決め
でなく、県全体を考える視野が必要である（県に主導
をお願いしたい） 。

• 県全体で、共通のイメージで対応することが重要で
ある。
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